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 「農地改良等の取扱いに関する要綱（案）」に関する

アンケートを実施します 

 
 令 和 5 年 5 月 26 日 施 行 さ れ た 「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 」

（ 以 下「 盛 土 規 制 法 」 と い う 。） の 運 用 に あ た り 、「 通 常 の 営 農 行

為 」に つ い て は 、盛 土 規 制 法 の 規 制 の 対 象 と な ら な い 行 為 と さ れ て

い ま す 。  

 農 地 に 土 を 搬 入 す る 農 地 改 良 の 場 合 、県 が 盛 土 の 高 さ の 上 限 を 定

め て 、そ の 基 準 を 超 え な い も の に つ い て は 、「 通 常 の 営 農 行 為 」に

該 当 す る も の と し て 、盛 土 規 制 法 の 規 制 の 対 象 外 と す る こ と が で き

ま す 。  

 そ こ で 、農 地 改 良 及 び 農 地 改 良 を 行 う た め の 搬 入 路 を 目 的 と し た

農 地 転 用 許 可 の 取 扱 い に 係 る 事 務 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め た「 農

地 改 良 等 の 取 扱 い に 関 す る 要 綱 」に「 通 常 の 営 農 行 為 」を 定 め る に

あ た っ て 、 参 考 と さ せ て い た だ く た め 、 ア ン ケ ー ト を 実 施 し ま す 。 

 

 １ アンケート対象 

    埼玉県内に居住する方及び埼玉県内に通勤・通学されている方 

 

２ アンケート期間 

    令和 7 年 3 月 21 日（金曜日）から令和 7 年 4 月 20 日（日曜日）まで 

 

３ アンケート概要 

    以下の内容について伺います。 

    ○「通常の営農行為」に該当するものとして、県が定める盛土の高さの上限

の設定について 

 

４ 回答方法 

    Web 上のアンケートフォームで回答    

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=908
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